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今こそ

明日の自由を守る若手弁護士の会

小谷 成美

第 13 回

軍事力による打倒ではなく

外交による紛争解決を

今
般
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
た

ロ
シ
ア
の
主
張
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
、

戦
争
は
自
衛
権
の
行
使
と
い
う

名
目
で
行
わ
れ
ま
す
（
も
ち
ろ

ん
、
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
相

手
国
の
領
域
深
く
侵
攻
す
る
よ

う
な
行
動
は
認
め
ら
れ
る
余
地

が
な
く
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
は
国
際
法
上
違
法

で
す
）。

　
９
条
２
項
は
、
軍
隊
を
持
た

な
い
、
交
戦
権
（
交
戦
国
が
国

際
法
上
有
す
る
相
手
国
の
領
土

の
占
領
な
ど
の
種
々
の
権
利
の

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
）
を
認

め
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
名

目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
戦
争

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
物

質
的
・
法
的
に
担
保
す
る
規
定

で
す
。

　
し
か
し
一
方
で
、
日
本
に
は

自
衛
隊
が
あ
り
、
様
々
な
兵
器

を
保
有
し
て
い
ま
す
。
自
衛
隊

が
合
憲
か
違
憲
か
と
い
う
の
は

大
き
な
テ
ー
マ
で
す
が
、
９
条

２
項
の
規
定
か
ら
す
る
と
、
自

衛
隊
は
合
憲
だ
と
い
う
政
府
見

解
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
他
国

を
制
圧
す
る
よ
う
な
行
動
は
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
最
近
、
い
わ
ゆ
る

「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」
「
自
衛

反
撃
能
力
」
と
い
っ
た
議
論
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
憲
法
上

大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
連
載
企
画
の
ご

依
頼
を
い
た
だ
い
た
の
は
２
０

２
１
年
12
月
で
し
た
。
当
時
か

ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
巡
る
軍
事
的

緊
張
に
つ
い
て
は
報
道
さ
れ
て

お
り
、
私
も
注
目
し
て
い
ま
し

た
が
、
今
般
の
ロ
シ
ア
に
よ
る

全
面
的
軍
事
侵
攻
は
予
想
外
で

し
た
。
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い

る
の
は
開
戦
か
ら
３
カ
月
以
上

が
経
過
し
た
６
月
11
日
で
す

が
、
停
戦
が
実
現
す
る
見
込
み

は
全
く
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
を
契
機
に
、
日
本
国
憲
法

の
平
和
主
義
規
定
の
意
味
が
改

め
て
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本

国
憲
法
は
、
前
文
に
書
か
れ
て

い
る
と
お
り
、
自
国
の
安
全
と

生
存
の
確
保
に
つ
い
て
「
平
和

を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信

義
に
信
頼
」
す
る
と
し
て
、
国

際
紛
争
に
つ
い
て
武
力
行
使
に

よ
る
解
決
で
は
な
く
外
交
交
渉

に
よ
る
解
決
を
基
本
に
据
え
る

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
生
々
し
い
戦
争
の

暴
虐
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

日
本
国
憲
法
を
「
平
和
ボ
ケ
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
う
声
も

聞
こ
え
て
き
ま
す
が
、
果
た
し

て
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

〈たに じろう〉

　2012年弁護士

登録（大阪弁護

士会）。学生時

代から原発や平

和の問題に関心

があり、齢40に

して弁護士にな

った後も原発訴

訟、戦争法違憲訴訟、日の丸君が代

訴訟の弁護団などに参加。齢50にな

ったが年相応の落ち着きには程遠い。

　谷　次郎

　
19
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
事

学
者
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ

ツ
は
、
そ
の
著
書
『
戦
争
論
』

で
戦
争
が
異
な
る
手
段
を
も
っ

て
す
る
政
治
の
継
続
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に

『
戦

史
』
を
著
し
た
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ

デ
ー
ス
は
、
戦
争
の
動
機
が
名

誉
心
、
恐
怖
心
、
利
得
心
で
あ

る
と
説
き
ま
し
た
。

　
戦
争
と
政
治
は
切
り
離
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
政
治
の
継

続
で
あ
る
以
上
、
本
来
の
政
治

の
手
段
で
あ
る
交
渉
に
よ
り
戦

争
の
動
機
を
除
去
・
緩
和
し
、

平
和
を
希
求
す
る
こ
と
は
可
能

な
は
ず
で
す
。

　
困
難
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、

国
際
紛
争
を
軍
事
力
に
よ
る
打

倒
で
は
な
く
外
交
に
よ
っ
て
解

決
す
る
と
い
う
こ
と
が
改
め
て

求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。�

�

【
次
回
は
６
月
25
日
号
】

【憲法９条】

　日本国民は、 正義と秩序を基調とする国際平

和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、 武力

による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決

する手段としては、 永久にこれを放棄する。

②�前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の

戦力は、 これを保持しない。 国の交戦権は、 こ

れを認めない。

　
憲
法
９
条
は
、
日
本
国
憲
法

の
三
大
原
則
の
一
つ
と
も
言
わ

れ
る
平
和
主
義
に
つ
い
て
の
条

文
で
す
。

　
９
条
１
項
は
、
国
際
平
和
を

誠
実
に
希
求
す
る
と
と
も
に
、

戦
争
・
武
力
に
よ
る
威
嚇
・
武

力
の
行
使
に
つ
い
て
「
国
際
紛

争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は

永
久
に
放
棄
す
る
」
と
規
定
し

て
い
ま
す
。
か
つ
て
、
日
本
は

15
年
に
わ
た
る
侵
略
戦
争
を
行

い
、
そ
の
結
果
多
く
の
人
々
が

命
を
失
い
ま
し
た
。
こ
の
条
文

に
は
、
日
本
が
行
っ
た
侵
略
戦

争
に
対
す
る
痛
切
な
反
省
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
１
９
２
８
年
の
パ
リ

不
戦
条
約
以
降
、
国
際
法
上
で

戦
争
は
お
よ
そ
違
法
な
も
の
と

さ
れ
て
お
り
、
国
連
憲
章
も
２

条
で
戦
争
を
一
般
的
に
違
法
と

規
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
１
項

の
条
文
自
体
は
国
際
法
の
原
則

通
り
の
当
然
の
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
日
本

国
憲
法
を
「
平
和
憲
法
」
と
し

て
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
２

項
の
存
在
に
よ
る
も
の
と
い
え

ま
す
。

　
２
項
は
、
１
項
の
目
的
を
達

す
る
た
め
と
し
て
、
陸
海
空
軍

そ
の
他
の
戦
力
の
不
保
持
を
規

定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
の

交
戦
権
を
認
め
な
い
と
も
規
定

し
て
い
ま
す
。

　
国
連
憲
章
は
例
外
的
に
合
法

な
武
力
行
使
と
し
て
、
51
条
で

個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権
に
つ

い
て
は
承
認
し
て
い
ま
す
が
、

非
戦
を
担
保
す
る
規
定

問
わ
れ
る
「
平
和
主
義
」

外
交
努
力
こ
そ
必
要

　保険医年金は全国で加入者数約５万２千人、積立金総額１兆３千億円を超える会員

のための私的年金制度です。生保６社（大樹・明治安田・富国・日本・太陽・第一）が受託

し、制度発足以来54年間、年金受給者の受給額をカットしたことは一度もありません。

★保険医年金のお問合せは、大阪府保険医協会／共済部（璵06-6568-7721）まで

●�年金受給時には10年・15年定額型、15年・20年
逓増型の４種類から選択。

●�急な出費にも１口単位で解約可能（手数料不要）。

●�払い込みが困難なときに掛金中断、余裕がで
きたときに掛金再開（手数料不要）。

●万一の時はご遺族に全額給付。

【おねがい】

※�普及委託生保４社（大樹・

明治安田・富国・日本）の職

員が保険医年金のおすすめ

で訪問した際は“共済制度

普及社員証”を必ずご確認

の上、何卒ご面談頂きます

ようお願い申し上げます。 ※�ここでご案内しました内容は、制度概要を説明したものです。ご加入条件、お

支払い条件等については、パンフレット・申込書等を必ずご確認ください。

●月　払：１口１万円（通算30口まで）

●一時払：１口50万円（毎回40口まで）
加入口数

満74歳までの協会会員
※月払増口、一時払申し込みは満 79 歳まで

加入資格

自在性が魅力！

保険医年金保険医年金
着実な老後設計に一時払も好評です！

加入期間 元利合計

５年 1,030,600 円

10 年 1,085,800 円

20 年 1,205,200 円

「一時払」
２口 100 万円を
預けると

予定利率 1.140％
【短期のご加入では積立金が掛金を若干下回ります】

※７月１日から適用（6/30まで1.259％）

締め切り迫る！

６月25日まで


